
福社サービス第二者評価結果

事業所 児童養護施設 森の木



福社サービス第二者評価結果

①第二若評価機関

福社サービス評価センターおおいた

②第二若評価実施期日

今Ⅲ琴口7年 12月 23日

③事業者情報

④総評

名称 : 社会福祉法人

児童養護施設

人分県福社会

森の木

種房ll:  児童奏護施設

代表者氏名 : 理事長 安藤 党 定員 (汗可用人数) ６

　

７

３

　

２

名

( )名

所 在 地 :人分県人分市大字中尾457-1

電話番号 :097-549-3508

◇評価の高い点

【経営環境の変化等に適セ刀に対応している。】
・県の「人分県社会的養育推進計画」の内容を十分に理解し、児童福社事業の動向に

つヽヽても常1誠巴握をしており、児童養護に関する情幸Rの 1又集を行っている。
・施設長会議、児童相談所等との協議で児童福社をとりまく動向を適切I討巴握し、

職員間で情報の共有化が図られている。

・児童家庭センター「り)ずりは」・「HOPE」 等の相談内容等から、地域での児童福社に

対する養育・支援のニーズ、溶在的に支援を殆要とする子どもや保護者等に関する′l青幸R

も守巴握している。

【子どもと地力戎との交流を広げるための取組を行っている。】
・基本理念として「地域と協働子育ての森の木」と掲げており、子どもたちは、賀来校区の

一人暮らし高齢若ふれあい交流事業のお楽しみ会 (健康体操、食事会など)にか加したり、

一人暮らし高齢若配食サービス等の地域との交流に取り組んでいる。また、地域のお祭り、

賀来の市の太鼓活動に参加したり、賀来の公民館祭りには、森の木として駄菓子の出店

もしている。

・年末には「森の木餅つき大会」を地力戎の白治会、日本製鐵、森の木が共同で開催し、

つきたての餅や豚汁を囲んで食事会の交流が毎年行われている。

・子どもと地域の交流を広げることで、当施設が、地力戎社会の一員として社会的役割を

呆たしており、子どもと地力戎の人々と双方向性のコミュニケーションづくりが図られて、

施設や子どもへの理解が深められている。



【子どもを尊童する姿勢が明示されている。】
・職員は「森の木職員倫理綱今買」「森の木職員行動規範」を遵守しており、子どもを尊童

した養育・支援の実施についての基本姿勢が明確である。
,全職員が参加する権汗ll擁護の研修等を通して、子どもを尊童し、基本的人権の配慮に

ついて、周知徹底が図られている。また、年3回、人権についての項目評価を行い、

適切な対応が図られている。

【子どもの権オll擁護に関する取組が徹底されている】

・ユニット毎に、児童たちと担当職員、または児童同士が話し合いを通じて、一日の生活の

流れやルールを決めている。快適な生活に向けて、子ども自身が主体的に取り組み、

職員は児童の変化を情報共有し,見守り支援に徹している。

・白活訓練室を利用して一定期間一人暮らしを体験するなかで、「失敗」の経験により

学ぶことを童要祝するとともに、SSTなどの研修に参加するなどした職業指導員、担当職員

が中ミとなり「リービングケア」を行っている。

・児童家庭支援センター「森の木子育てサロン」の活用や、進予各および退所後の支援等

関係機関との強力な連携により養育支援に努めている。

【養育・支援の質の確保に努めている】

・自立支援については、「森の木」職員行動規範において、支援の方向性を統一している。
・ユニット支援においては、職員が孤立し支援に悩むことの無いよう、職員間の情革R共有や

風通しのRい職場環境に努めている。

・会議で子どもたちへの言葉の力Wナ方、言葉の選びオなど話し合いながら日々の支援に

生かしている。

'児童一人ひとりが「できたらいいな」の日標を掲げ、小さな頑張りを哀める支援に取り組んで

ヽヽる。

。地元住民や、ボランテイアさんによる万責極的な関わりにより、社会性に富んだ活動を行って

いる。

・合気道や習字等、昇投昇格試験に臨み、自己実現、肯定惑の有みに、法人及び地力戎

一体となって取り組むシステムが構築されており、児童の健やかな成長につながっている。

⑤第二者評価に対する事業者のコメント

この度は、懇切丁寧なご指導をいただき誡にありがとうございました。

今回の受審を通して、施設のテ見状等について客観的な祝点をもって見ることができ、

多くの気づきがありました。いただいたアドバイスを、今後の施設運営の質の向上に活かし、

「みんなが安ミして暮せる森の木」の実テ見に向けて職員―丸となって努めてまいります。

③各評価項目にかかる評価結果l房叫紙)


